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                                ２０１０．６．３０ 

岐阜・司法記者クラブの皆様 

岐阜市内・報道各社・司法担当者各位 

 

くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 

                           寺町知正 携帯  

岐阜県営渡船の委託料返還請求・住民訴訟の 

返還命令の判決の最高裁での確定のお知らせ 
 

いつもお世話になります。 

標記のとおり、提訴より１０年掛かりましたが、このほど最高裁判所の決定(昨日届いた)によって

返還命令が確定しました。基本的に、原告の主張に沿った判決です。 

事案の経過の資料とともに、住民側のコメントなどをお伝えいたします。 

 

※ 関連資料を岐阜・中署・司法記者クラブ宛にFAXで送付いたしました。 

      これと同文の解説Ａ４版・３枚。  

上告状兼上告受理申立書Ａ４版・３枚。 

最高裁の決定書Ａ４版・６枚。  

被控訴人(原告)作成にかかる双方の主張と第１審判決の対比表Ａ３版・３枚。 

 

※ 「岐阜市内・報道各社・司法担当者各位」として各社にFAXしているのは、 

「この解説・３枚」と「最高裁の決定書のうちの核心部４枚」のみです。  

 

《争点の事業の経過》 

岐阜県及び愛知県は、単独あるいは共同で県営（無料）渡船事業を行っています。しかし、この多

く（岐阜市の「小紅の渡」を除く）は、殆ど利用がない実態でした。 

それにもかかわらず周年全日執務したとして多額の委託料等が支出され続けて来ました（総額方式）。 

１９９９年度からは運行実績に応じて支払う契約に変わりました（実績方式）。 

 

 “カラ”業務というしかないにもかかわらず、常時勤務したとして虚偽の業務報告をなし、県もこ

れを黙認してきたものです。業務報告が事実と異なるように故意、秘密裏に粉飾されていたわけです

から、極めて悪質であり、同時にこれらを県民が知ることは困難で、正当な理由がありますので、「１

９９９年６月から遡ること過去４年分」と「１９９９年の予算分」の合計約２２００万円について住

民監査請求、住民訴訟としました。 

 

【岐阜地裁】 

 裁判官による現場検証も行われました。県民ネットの進めている訴訟では最も長期で、弁論や準備

期日は地裁で計４７回に及びました。 

２００７年５月３１日の岐阜地裁判決は、基本的に原告の言い分をほぼ認めました。 

 

◆平成１１年（行ウ）１６号 県営渡船委託料損害賠償請求事件 

◇原告 岐阜県民ネットワーク運営委員１０名  

◇被告 梶原拓、歴代大垣土木事務所長の個人５人、渡船組合長２人、海津市長 
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◇提訴日 １９９９年８月２５日     ◇返還請求額 金２２５８万円 

◇公開訴訟と同時に提訴。０１年５月、渡船組合長側から和解の申し出があったので、裁判長が双方

に額を示したが原告は和解を拒否した。その後、審理が続行されている中、０４年１２月、裁判所が

さらに高額の額を示して和解を双方に求めたが、原告は拒否した。２００５年７月１５日には裁判官

による現場検証も行われた。２００６年１０月２日結審。 

 

《岐阜地裁判決》 ２００７年５月３１日言渡    

◇３ 被告海津市は，県に対し，１９１０万６７５０円及びこれに対する年５分の割合による金員を

支払え。 

◇４ 被告伊藤俊樹は，県に対し，４８３万８３６５円及び年５分の割合による金員を支払え。 

◇５ 被告内田鉄男は，県に対し，４８８万５３６５円及び年５分の割合による金員を支払え。 

◇６ 被告大杉幸靖は，県に対し，５０８万２３６５円及び年５分の割合による金員を支払え。 

◇７ 被告渡辺武彦は，県に対し，３８１万９２６３円及び年５分の割合による金員を支払え。 

◇８ 被告渡辺建蔵は，県に対し，４８万１３９２円及び年５分の割合による金員を支払え。 

◇９ 被告福島春雄は，県に対し，９３３万１９２１円及び年５分の割合による金員を支払え。 

◇１０ 被告瀬古章は，県に対し，９３１万００６９円及び年５分の割合による金員を支払え。 

◇１１ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

 

 判決のポイント⇒ 住民監査請求では、「住民監査請求から過去１年分の支出が対象」という１年

ルールがあるところ、この例外として過去４年分のすべてを返還の対象としたこと。委託相手方の責

任を認め当初請求額の約８５％に当たる１９１０万円(これに利息をつけること)との返還命令したこ

と。所長である県職員の責任も一部を認め、返還を命じたこと。 

 

【名古屋高裁】 

その後、被告ら(岐阜県職員ら、海津市、海津の船頭ら)の控訴がありました。 

 ◆平成１９年（行コ）２５号 県営渡船委託料損害賠償請求控訴事件 

  

高裁における第１回法廷のあと、２回目の準備期日において、控訴人海津市ら代理人から「和解は

どうか」、という話がありました。こちらは本人訴訟なのですが、被告側(＝控訴人)代理人が「弁護

士同士ならいろいろと話ができるんですが、そうじゃないので」と付言して。 

最後の終結予定として組まれた法廷においてさえ裁判長から、盛んにこちら被控訴人（原告側）に

和解してはどうかと、持ちかけてきました。裁判長は、「てらまちさん、和解の可能性があると思う

から言うんですよ、判決になったら地裁のとおりとは限りませんよ」、とまで。 

(結審後の廊下で、県の代理人が「上告してからでも和解はありますから」と説明していました) 

 

私は、本人訴訟で４０数件の行政訴訟を行ってきましたが、こんな裁判長の口調は初めてです。  

すると、判決で逆転負けは無いにしろ、岐阜地裁の返還命令額の減額修正はあり得るかも知れない

と思わざるを得ない、そんな心境でした。 

 

ちなみに、岐阜地裁でも２度の和解の話が出ましたが、こちらは、本件は談合と同じ悪意によって

生じた損害の返還を求めるものであるから、住民訴訟の基本の１年ルール(原則・支出から１年間が対

象)を超えて認定されるべきケースなので、それが認められるまで最高裁まで争うと和解を断りました。 

 

高裁においても、同様の理由を述べて和解を断わりました。 
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◆ 《名古屋高裁判決》２００８年３月１４日(金)判決言渡  

◇１．６ (県職員＝所長に対して) 業務委託契約についての監督又は検査の懈怠を理由に、県に

代位して、同控訴人らに対し損害賠償を求める部分をいずれも却下、棄却する。 

◇２ 控訴人海津市は、県に対し、１６９７万１０５１円（ただし、８５７万０４４７円の限度で

控訴人福島春雄と、８４０万０６０４円の限度で控訴人瀬古章と、それぞれ連帯して）及び年５

分の割合による金員を支払え。 

◇３ 控訴人福島春雄は、県に対し、控訴人海津市と連帯して、８５７万０４４７円及び年５分の

割合による金員を支払え。 

◇４ 控訴人瀬古章は、県に対し、控訴人海津市と連帯して、８４０万０６０４円及び年５分の割

合による金員を支払え。 

 ◇５ その余の請求を、いずれも棄却する 

 

判決のポイント⇒ 住民監査請求の１年ルールの例外として過去４年分のすべてを返還の対象とし

たこと。委託相手方の責任を認め、一審判決から約２１０万円減額したものの、当初請求額の約７７％

に当たる１６９７万円(これに利息をつけること)との返還命令したこと。所長である県職員の返還責

任は認めなかった。 

 

◆ 【最高裁】 ２００８年３月２７日に、原告は「上告状兼上告受理申立書」を提出。 

        後日、被控訴人(被告)が付帯上告。 

平成２０年（行ツ）第１８３号、１８４号 平成２０年（行ヒ）第２０４号、２０５号  

第一審原告の上告とこれに対する海津町らの付帯上告に対して、最高裁第１小法廷は、 

２０１０年６月２４日付けで「上告及び付帯上告を棄却」と決定し、通知を発送した。 

 

◆ 【返還命令の確定を受けての原告・住民側のコメント】 

 行政はすべからく適切な職務を遂行してほしい。まして、本件のような「委託先の行為を見てみぬ

ふり」は２度とあってはならない。なお、第１審判決は、差し止め請求の成立を認定したが、第２審

は判決し、精算して損害賠償等を請求することができるから未だは損害は生じていないとして、第一

審判決から当該部分を返還額から減額した。つまり、二審判決で縮減された返還額は、住民監査請求

後の支出に掛かる部分であるところ、事業に不適切があれば岐阜県に相手方(海津市ら)に対して法律

上の「返還請求権」を有しているから「損害」はまだ発生していない（つまり何もせずに時効に至ら

しめたときは「そこから損害となる」という意味）ので、判決としては「棄却する」との主旨の判示

がされている。よって、速やかな岐阜県の「返還請求権」の行使を求める。 

 

【同時提訴の関連訴訟の経過】 

◆岐阜地裁 平成１１年（行ウ）１７号  県営渡船情報非公開処分取消請求事件 

原告・県民ネット運営委員１０名 被告・岐阜県知事 提訴・９９年８月２５日  

結審００年６月２９日   ◇岐阜地裁判決 ００年９月２８日 

◆名古屋高裁控訴１０月１０日 双方控訴平成１２年（行コ）第５３号、平成１３年（行コ）第９号 

    結審０１年３月２７日   ◇名古屋高裁判決 ０１年９月２８日 

 

◆最高裁  平成１３年（行ツ）第２８０号  平成１３年（行ヒ）第２６３号 

  県営渡船情報非公開処分取消請求上告事件 最高裁判所第三小法廷 

上告人兼申立人  寺町知正 ９外   被上告人兼相手方 岐阜県知事 

双方上告→弁論０５年４月１９日午後１時半判 決言渡０５年６月１４日午前１０時半 

⇒ 原告側が大部分勝訴。「船頭名」は非公開是認。「請求外情報」は全国初の公開命令 


